
福
岡
県
に
お
け
る
性
暴
力
を
根
絶
し
、
性
被
害
か
ら
県
民
等
を
守
る
た
め
の
条
例
（
平
成
三
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
十
九
号
） 

新
旧
対
照
表 

 
 (

定
義) 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
性
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
を
い
う
。 

一 

刑
法(

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第

百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
五
条(

わ
い
せ
つ
の
目
的
に

係
る
部
分
に
限
る
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

、
第
二
百
二
十
八
条(

同
法
第
二
百

二
十
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
二
百
四
十
三
条(

同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の

罪 

二
～
五 

（
略
） 

六 

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な

姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

六
十
七
号
。
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
「
性
的
姿
態
撮

影
等
処
罰
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪 

七 

福
岡
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
八
号
）
第

六
条
の
罪
並
び
に
福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
四

十
六
号
）
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
の
罪 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
己
の
性
的
好
奇
心
又
は
性
的
欲
求
を
満
た

す
目
的
で
犯
し
た
罪 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

改
正
案 

(

定
義) 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
性
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
を
い
う
。 

一 

刑
法(

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま

で
、
第
二
百
二
十
五
条(

わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。)

、
第
二
百
二
十
八
条(

同
法
第
二
百
二
十
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
四
十
三
条(

同
法
第
二
百

四
十
一
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
罪 

 

二
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

  

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
己
の
性
的
好
奇
心
又
は
欲
求
を
満
た
す
目

的
で
犯
し
た
罪 

２ 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

現
行 



  

四 

性
暴
力 

性
犯
罪
、
配
偶
者
等
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
そ
の
他
特
定
の
者
の
身
体
又
は
精
神
に
対
し
、
そ
の
者
の
同
意
（
自

由
な
意
思
に
よ
り
自
発
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。）
が
な
く
行
わ
れ
る
性
的

な
行
為
（
強
要
さ
れ
た
も
の
及
び
対
等
の
関
係
に
な
い
、
又
は
同
意
に
関
す
る
判

断
が
困
難
な
状
況
で
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
性
的
な
問

題
を
自
ら
決
定
す
る
権
利(
以
下
「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
。)

又
は
そ
の
者
の
性
的

な
問
題
に
関
す
る
身
体
、
自
由
、
精
神
、
名
誉
等
の
人
格
的
な
利
益(

以
下
「
性
的

人
格
権
」
と
い
う
。)

を
侵
害
す
る
行
為
を
い
う
。 

五 

性
被
害 

性
暴
力
の
相
手
が
当
該
性
暴
力
に
よ
っ
て
受
け
、
又
は
引
き
起
こ
さ

れ
た
身
体
的
又
は
精
神
的
被
害
を
い
う
。 

六
～
十 

（
略
） 

 

改
正
案 

四 

性
暴
力 

性
犯
罪
、
配
偶
者
等
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
そ
の
他
特
定
の
者
の
身
体
又
は
精
神
に
対
す
る
性
的
行
為
で
、
当

該
特
定
の
者
に
と
っ
て
、
そ
の
同
意
が
な
い
、
対
等
で
は
な
い
、
又
は
強
要
さ
れ
た

も
の
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
性
的
な
問
題
を
自
ら
決
定
す
る
権
利(

以
下

「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
。)

又
は
そ
の
者
の
性
的
な
問
題
に
関
す
る
身
体
、
自
由
、

精
神
、
名
誉
等
の
人
格
的
な
利
益(

以
下
「
性
的
人
格
権
」
と
い
う
。)

を
侵
害
す
る

行
為
を
い
う
。 

 

五 

性
被
害 

性
暴
力
の
相
手
が
当
該
性
暴
力
に
よ
っ
て
受
け
、
又
は
引
き
起
こ
さ

れ
た
身
体
的
又
は
精
神
的
被
害
を
い
う
。 

六
～
十 

（
略
） 

 

現
行 



    

(

基
本
方
針
等) 

第
四
条 

県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
又
は
関
係
団
体
は
、
次
の
基
本
方
針
に
の

っ
と
り
、
性
暴
力
の
被
害
者
の
支
援
及
び
性
暴
力
の
根
絶
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

前
項
の
取
組
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と

す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

学
校
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
公
共
交
通
機
関
そ
の
他
の
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の

者
が
利
用
し
、
又
は
出
入
り
す
る
場
所
に
お
い
て
、
性
的
な
意
図
を
も
っ
て
、
同
意

を
得
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
人
の
姿
態
又
は
部
位
を
撮
影
す

る
行
為
も
、
着
衣
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
性
暴
力
で
あ
り
、
撮
影
画
像
の
拡
散
、
二
次

利
用
等
の
新
た
な
性
暴
力
に
よ
っ
て
被
撮
影
者
の
精
神
的
被
害
が
さ
ら
に
甚
大
な

も
の
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
撮
影
行
為
等
に
よ
る
性
被
害
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
、
県
及
び
当
該
撮
影
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
施
設
等
の

管
理
、
運
営
等
に
関
わ
る
者
は
、
適
切
な
役
割
分
担
の
下
に
、
広
報
、
啓
発
そ
の
他

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

 

(

行
動
規
範) 

 

第
九
条 

県
民
等
は
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
指
針
等
を
踏

ま
え
、
性
暴
力
と
な
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

改
正
案 

(

基
本
方
針
等) 

第
四
条 

県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
又
は
関
係
団
体
は
、
次
の
基
本
方
針
に
の

っ
と
り
、
性
暴
力
の
被
害
者
の
支
援
及
び
性
暴
力
の
根
絶
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

前
項
の
取
組
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と

す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
新
設
） 

         (

行
動
規
範) 

第
九
条 

県
民
等
は
、
性
暴
力
と
な
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
２ 
（
略
）  

 

現
行 



   

(

性
被
害
事
案
に
関
す
る
協
議
・
検
討) 

第
十
六
条 

加
害
者
側
へ
の
対
応
を
含
め
性
暴
力
又
は
そ
の
被
害
者
に
関
す
る
相
談
へ

の
対
応
そ
の
他
被
害
者
の
支
援
の
あ
り
方
及
び
講
ず
る
べ
き
施
策
並
び
に
性
暴
力
の

根
絶
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
県
は
、
関
係
機
関
及
び
有
識
者

と
の
協
議
・
検
討
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
協
議
・
検
討
の
場
で
は
、
性
暴
力
の
被
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
か
つ
、
被

害
者
の
個
人
情
報
を
確
実
に
保
護
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
前
項
に
定
め
る
被
害

者
支
援
の
施
策
等
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
性
暴
力
に
関
す
る
県
民
の
理
解
を
促
進

す
る
た
め
、
性
暴
力
と
な
る
行
為
に
関
し
、
そ
の
考
え
方
、
具
体
的
な
例
、
根
絶
に
向

け
た
対
応
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
成
果
を
性
暴
力
の
根
絶
に
向
け

た
対
応
に
係
る
指
針
と
し
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、

ま
た
同
様
と
す
る
。 

  

 

改
正
案 

(

性
被
害
事
案
に
関
す
る
協
議
・
検
討) 

第
十
六
条 

加
害
者
側
へ
の
対
応
を
含
め
性
暴
力
又
は
そ
の
被
害
者
に
関
す
る
相
談
へ

の
対
応
そ
の
他
被
害
者
の
支
援
の
あ
り
方
及
び
講
ず
る
べ
き
施
策
並
び
に
性
暴
力
の

根
絶
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
県
は
、
関
係
機
関
及
び
有
識
者

と
の
協
議
・
検
討
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
協
議
・
検
討
の
場
で
は
、
性
暴
力
の
被
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
か
つ
、
被

害
者
の
個
人
情
報
を
確
実
に
保
護
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
前
項
に
定
め
る
被
害

者
支
援
の
施
策
等
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
性
暴
力
に
関
す
る
県
民
の
理
解
を
促
進

す
る
た
め
、
性
暴
力
と
な
る
行
為
に
関
す
る
考
え
方
、
指
針
等
を
検
討
し
、
そ
の
成

果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

現
行 



 

(

住
所
等
の
届
出
義
務) 

第
十
七
条 

子
ど
も
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で(

第
三
号
に
つ

い
て
は
、
児
童
買
春
等
処
罰
法
第
七
条
第
四
項
の
罪
に
限
る
。)

及
び
第
六
号
（
性
的

姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪
に
限
る
。）
の
罪
を
犯
し
た
者

が
、
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
刑
期
の
満
了
の
日(

刑
の
一
部
の
執
行
が
猶
予
さ
れ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日)

か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
前
に
本
県
の
区
域
内
に
住
所
又
は
居
所
を
定
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
住
所
又
は
居
所
を
定
め
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
七 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

(

受
診
の
勧
奨
と
社
会
復
帰
の
支
援) 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
本
文
及
び
前
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で(

第
三
号
に
つ
い
て
は
、
児
童
買
春
等
処
罰
法
第
七
条
第
四
項
の
罪
に

限
る
。)

及
び
第
六
号
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪

に
限
る
。）
の
罪
を
犯
し
、
保
護
観
察
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

た
者
、
起
訴
猶
予
と
さ
れ
た
者
又
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

修
正
案 

(

住
所
等
の
届
出
義
務) 

第
十
七
条 

子
ど
も
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
罪(

第
三
号

に
つ
い
て
は
、
児
童
買
春
等
処
罰
法
第
七
条
第
四
項
の
罪
に
限
る
。)

を
犯
し
た
者
が
、

こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
刑
期
の
満
了
の
日(

刑
の
一
部
の
執
行
が
猶
予
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日)

か
ら
五
年
を
経
過
す

る
日
前
に
本
県
の
区
域
内
に
住
所
又
は
居
所
を
定
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
住
所
又
は
居
所
を
定
め
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

(

受
診
の
勧
奨
と
社
会
復
帰
の
支
援) 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
本
文
及
び
前
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
の
罪(

第
三
号
に
つ
い
て
は
、
児
童
買
春
等
処
罰
法
第
七
条
第
四
項
の

罪
に
限
る
。)

を
犯
し
、
保
護
観
察
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た

者
、
起
訴
猶
予
と
さ
れ
た
者
又
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 

現
在
の
案 


